
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

規

則

○
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
並
び
に
収
納
及
び
支
払
の
事
務
の
取
扱
範
囲

を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

二
三
四

告

示

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
意
見
が
あ
っ
た
件
六
件

二
三
四

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
異
種
目
換
地
指
定
の
件

二
三
六

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
す
る
森
林
所

有
者
等
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
当
該
通
知
の
内
容
を
掲
示
し
た
件

二
三
六

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件
五
件

二
三
七

○
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件
二
件

二
三
八

○
臨
港
地
区
内
に
お
け
る
分
区
を
指
定
す
る
件

二
三
九

○
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
件

二
三
九

公

告

○
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件
二
件

二
三
九

福
島
県
公
安
委
員
会

○
道
路
交
通
法
に
よ
る
指
定
講
習
機
関
と
し
て
指
定
を
受
け
た
者
か
ら
変
更
の
届

出
が
あ
っ
た
件

二
四
〇

○
道
路
交
通
法
に
よ
る
運
転
免
許
取
得
者
教
育
の
認
定
を
受
け
た
者
か
ら
変
更
の

届
出
が
あ
っ
た
件

二
四
〇

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

○
福
島
県
公
職
選
挙
等
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

二
四
一

正

誤

○
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
付
け
号
外
第
三
十
一
号
中

二
四
一

規

則

指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
並
び
に
収
納
及
び
支
払
の
事
務
の
取
扱
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
四
月
二
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
規
則
第
四
十
九
号

指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
並
び
に
収
納
及
び
支
払
の
事
務
の
取
扱
範
囲
を
定
め

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
並
び
に
収
納
及
び
支
払
の
事
務
の
取
扱
範
囲
を
定
め
る
規
則
（
昭

和
三
十
九
年
福
島
県
規
則
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
株
式
会
社
大
東
銀
行
の
項
中
「
、
西
川
支
店
、
新
白
河
駅
前
支
店
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
五
月
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
出
納
総
務
課
）

告

示

福
島
県
告
示
第
三
百
六
十
九
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
第
六
条
第
一
項
の
変
更
の
届
出
に
係
り
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
及
び
第
八
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
平
成
三
十

年
四
月
二
十
日
か
ら
同
年
五
月
二
十
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、

福
島
県
県
南
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
棚
倉
町
産
業
振
興
課
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
四
月
二
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

エ
イ
ト
タ
ウ
ン
棚
倉
Ｂ
棟
，
Ｃ
棟

福
島
県
東
白
川
郡
棚
倉
町
棚
倉
字
広
畑
一
二
四
番
ほ
か

二

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
棚
倉
町
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

意
見
な
し
。

三

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要

意
見
書
の
提
出
な
し

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
七
十
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
第
六
条
第
一
項
の
変
更
の
届
出
に
係
り
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
及
び
第
八
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
平
成
三
十

年
四
月
二
十
日
か
ら
同
年
五
月
二
十
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、

───────────────────────────────────────────────────────────
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福
島
県
会
津
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
会
津
若
松
市
観
光
商
工
部
商

工
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
四
月
二
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ケ
ー
ズ
デ
ン
キ
会
津
若
松
本
店

福
島
県
会
津
若
松
市
町
北
町
大
字
藤
室
字
道
下
八
四
番
地
一
ほ

か
二

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
会
津
若
松
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

意
見
な
し
。

三

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要

意
見
書
の
提
出
な
し

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
七
十
一
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
第
六
条
第
一
項
の
変
更
の
届
出
に
係
り
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
及
び
第
八
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
平
成
三
十

年
四
月
二
十
日
か
ら
同
年
五
月
二
十
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、

福
島
県
会
津
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
会
津
若
松
市
観
光
商
工
部
商

工
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
四
月
二
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

エ
コ
タ
ウ
ン
会
津
若
松

福
島
県
会
津
若
松
市
町
北
町
大
字
始
字
深
町
一
四
番
地
ほ
か

二

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
会
津
若
松
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

意
見
な
し
。

三

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要

意
見
書
の
提
出
な
し

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
七
十
二
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
第
六
条
第
一
項
の
変
更
の
届
出
に
係
り
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
及
び
第
八
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
平
成
三
十

年
四
月
二
十
日
か
ら
同
年
五
月
二
十
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、

福
島
県
会
津
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
喜
多
方
市
産
業
部
商
工
課
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
四
月
二
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ケ
ー
ズ
デ
ン
キ
喜
多
方
店

福
島
県
喜
多
方
市
関
柴
町
西
勝
字
清
水
尻
四
八
〇
番
一
ほ
か

二

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
喜
多
方
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

意
見
な
し
。

三

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要

意
見
書
の
提
出
な
し

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
七
十
三
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
第
六
条
第
一
項
の
変
更
の
届
出
に
係
り
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
及
び
第
八
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
平
成
三
十

年
四
月
二
十
日
か
ら
同
年
五
月
二
十
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、

福
島
県
相
双
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
相
馬
市
産
業
部
商
工
観
光
課

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
四
月
二
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

相
馬
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
パ
ー
ク

福
島
県
相
馬
市
馬
場
野
字
雨
田
一
二
五
番
地
ほ
か

二

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
相
馬
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

意
見
な
し
。

三

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要

意
見
書
の
提
出
な
し

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
七
十
四
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
第
六
条
第
一
項
の
変
更
の
届
出
に
係
り
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
及
び
第
八
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
平
成
三
十

年
四
月
二
十
日
か
ら
同
年
五
月
二
十
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、

福
島
県
い
わ
き
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
い
わ
き
市
産
業
振
興
部
商

業
労
政
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
四
月
二
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ケ
ー
ズ
デ
ン
キ
い
わ
き
錦
店

福
島
県
い
わ
き
市
錦
町
徳
力
七
番
地
ほ
か

二

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
い
わ
き
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

意
見
な
し
。

三

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要

───────────────────────────────────────────────────────────
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───────────────────────────────────────────────────────────
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意
見
書
の
提
出
な
し

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
七
十
五
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
三
項
で
準
用
す
る
同
法

第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
を
県
営
区
画
整
理
事
業
八
沢
地
区
に
係
る
換
地

計
画
に
お
い
て
非
農
用
地
区
域
内
に
換
地
を
定
め
る
土
地
と
し
て
指
定
し
た
。

平
成
三
十
年
四
月
二
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

土
地
の
表
示

南
相
馬
市
鹿
島
区
北
海
老
字
釜
舟
戸
堤
内
二
七
番
地

同

市
鹿
島
区
北
海
老
字
釜
舟
戸
堤
内
二
八
番
地

同

市
鹿
島
区
北
海
老
字
釜
舟
戸
堤
内
二
九
番
地
二

同

市
鹿
島
区
北
海
老
字
釜
舟
戸
東
一
六
番
地
一

同

市
鹿
島
区
北
海
老
字
釜
舟
戸
東
一
六
番
地
三

同

市
鹿
島
区
北
海
老
字
釜
舟
戸
東
二
八
番
地

同

市
鹿
島
区
北
海
老
字
釜
舟
戸
東
二
九
番
地

同

市
鹿
島
区
北
海
老
字
釜
舟
戸
東
三
〇
番
地

同

市
鹿
島
区
北
海
老
字
釜
舟
戸
東
三
一
番
地

同

市
鹿
島
区
北
海
老
字
釜
舟
戸
東
三
二
番
地

同

市
鹿
島
区
北
海
老
字
釜
舟
戸
東
三
五
番
地

同

市
鹿
島
区
北
海
老
字
釜
舟
戸
東
三
六
番
地

同

市
鹿
島
区
北
海
老
字
釜
舟
戸
東
三
七
番
地

同

市
鹿
島
区
北
海
老
字
釜
舟
戸
東
三
九
番
地

同

市
鹿
島
区
北
海
老
字
釜
舟
戸
東
四
〇
番
地

同

市
鹿
島
区
北
海
老
字
釜
舟
戸
東
四
六
番
地

同

市
鹿
島
区
北
海
老
字
釜
舟
戸
東
四
七
番
地

同

市
鹿
島
区
北
海
老
字
釜
舟
戸
東
四
八
番
地

同

市
鹿
島
区
北
海
老
字
釜
舟
戸
東
四
九
番
地

同

市
鹿
島
区
北
海
老
字
釜
舟
戸
東
六
八
番
地

同

市
鹿
島
区
北
海
老
字
釜
舟
戸
東
七
〇
番
地

同

市
鹿
島
区
北
海
老
字
釜
舟
戸
東
七
六
番
地

同

市
鹿
島
区
北
海
老
字
釜
舟
戸
東
八
〇
番
地

同

市
鹿
島
区
北
海
老
字
釜
舟
戸
東
八
二
番
地
一

同

市
鹿
島
区
北
海
老
字
釜
舟
戸
東
八
五
番
地

同

市
鹿
島
区
北
海
老
字
釜
舟
戸
東
八
七
番
地
一

同

市
鹿
島
区
北
海
老
字
釜
舟
戸
東
九
一
番
地
一

同

市
鹿
島
区
北
海
老
字
釜
舟
戸
東
九
二
番
地
一

同

市
鹿
島
区
北
海
老
字
釜
舟
戸
東
九
二
番
地
三

同

市
鹿
島
区
北
海
老
字
釜
舟
戸
東
九
三
番
地

同

市
鹿
島
区
北
海
老
字
釜
舟
戸
東
九
四
番
地

同

市
鹿
島
区
北
海
老
字
釜
舟
戸
東
九
五
番
地
一

同

市
鹿
島
区
北
海
老
字
釜
舟
戸
東
九
六
番
地
一

同

市
鹿
島
区
北
海
老
字
釜
舟
戸
東
九
七
番
地
一

同

市
鹿
島
区
北
海
老
字
釜
舟
戸
東
九
七
番
地
三

同

市
鹿
島
区
北
海
老
字
釜
舟
戸
東
一
〇
三
番
地

同

市
鹿
島
区
北
海
老
字
釜
舟
戸
東
一
〇
四
番
地

同

市
鹿
島
区
北
海
老
字
釜
舟
戸
東
一
〇
五
番
地

同

市
鹿
島
区
北
海
老
字
釜
舟
戸
東
一
〇
八
番
地
一

同

市
鹿
島
区
北
海
老
字
釜
舟
戸
東
一
〇
九
番
地
一

同

市
鹿
島
区
北
海
老
字
釜
舟
戸
東
一
一
二
番
地
一

同

市
鹿
島
区
北
海
老
字
釜
舟
戸
東
一
一
二
番
地
三

同

市
鹿
島
区
北
海
老
字
釜
舟
戸
東
一
一
三
番
地

同

市
鹿
島
区
北
海
老
字
釜
舟
戸
東
一
一
六
番
地
一

同

市
鹿
島
区
北
海
老
字
釜
舟
戸
東
一
一
八
番
地

同

市
鹿
島
区
北
海
老
字
釜
舟
戸
東
一
二
九
番
地

同

市
鹿
島
区
北
海
老
字
釜
舟
戸
東
一
三
〇
番
地

同

市
鹿
島
区
北
海
老
字
港
口
一
五
番
地
一

（
農
地
管
理
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
七
十
六
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

三
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
す
る
相
手

方
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の

規
定
に
よ
り
当
該
通
知
の
内
容
を
下
郷
町
役
場
の
掲
示
場
に
掲
示
し
た
。
当
該
通
知
の
内
容
の
要
旨
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
三
十
年
四
月
二
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名

大
澤
一
久

株
式
会
社
青
砥
商
店

星
亮

星
英
男

二

通
知
の
内
容
の
要
旨

１

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
と
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
こ

と
。

２

当
該
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
件
（
平
成
三
十
年
福
島
県
告
示
第

百
三
号
）
に
よ
る
こ
と
。

３

当
該
告
示
の
内
容
に
つ
い
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
森
林
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
当
該
告
示
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
意
見
書
を
福
島
県
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
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と
。

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
七
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
県
北
建
設
事
務
所
で
平
成
三
十
年
四
月
二
十
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
四
月
二
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
赤
井

伊
達
郡
国
見
町
大
字
藤
田

変
更
前

Ａ

一
二
・
〇
〜

八
九
・
七

畑
国
見
線

字
一
丁
田
三

一
三
番
二

一
二
・
六

地
先
か
ら

同

郡
同

町
大
字
藤
田

変
更
後

Ａ

一
二
・
〇
〜

八
九
・
七

字
一
丁
田
二

二
番
六
地

一
二
・
六

先
ま
で

Ｂ

一
二
・
○
〜

七
九
・
四

二
七
・
四

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
七
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
県
北
建
設
事
務
所
で
平
成
三
十
年
四
月
二
十
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
四
月
二
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
五
十

伊
達
郡
国
見
町
大
字
藤
田

変
更
前

Ａ

八
・
二
〜

二
七
六
・
七

沢
国
見
線

字
荒
田
二
五
番
地
先
か
ら

九
・
二

同

郡
同

町
大
字
藤
田

字
日
向
一
番
九
地
先
ま
で

伊
達
郡
国
見
町
大
字
藤
田

変
更
後

Ａ

八
・
二
〜

二
七
六
・
七

字
荒
田
二
五
番
地
先
か
ら

九
・
二

同

郡
同

町
大
字
藤
田

字
日
向
一
番
九
地
先
ま
で

伊
達
郡
国
見
町
大
字
藤
田

Ｂ

一
〇
・
八
〜

三
二
三
・
九

字
荒
田
二
五
番
地
先
か
ら

五
四
・
六

同

郡
同

町
大
字
藤
田

字
一
丁
田
二

三
番
二
地

先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
七
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
会
津
若
松
建
設
事
務
所
で
平
成
三
十
年
四
月
二
十
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
三
十
年
四
月
二
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
藤
小

河
沼
郡
柳
津
町
大
字
小
椿

変
更
前

七
・
〇
〜

五
三
五
・
三

椿
線

字
沢
上
乙
一
七
六
八
番
二

二
七
・
五

四
地
先
か
ら

同

郡
同

町
大
字
小
椿

変
更
後

一
二
・
○
〜

五
三
五
・
三

字
宇
津
尾
坂
乙
一
二
六
九

五
六
・
〇

番
一
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
八
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
相
双
建
設
事
務
所
で
平
成
三
十
年
四
月
二
十
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
四
月
二
十
日
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福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
広
野

双
葉
郡
楢
葉
町
大
字
波
倉

変
更
前

Ａ

五
・
四
〜

三
、
四
九
四
・
九

小
高
線

字
細
谷
一
三
四
番
六
五
地

四
五
・
〇

先
か
ら

同

郡
富
岡
町
仏
浜
字
釜

田
四
二
四
番
地
先
ま
で

双
葉
郡
楢
葉
町
大
字
波
倉

Ｂ

一
一
・
八
〜

二
、
五
九
五
・
○

字
細
谷
七
六
番
一
地
先
か

五
七
・
二

ら同

郡
富
岡
町
仏
浜
字
釜

田
四
二
四
番
地
先
ま
で

双
葉
郡
楢
葉
町
大
字
波
倉

変
更
後

Ａ

五
・
四
〜

三
、
四
九
四
・
九

字
細
谷
一
三
四
番
六
五
地

四
五
・
○

先
か
ら

同

郡
富
岡
町
仏
浜
字
釜

田
四
二
四
番
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
八
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
相
双
建
設
事
務
所
で
平
成
三
十
年
四
月
二
十
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
四
月
二
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
広
野

双
葉
郡
楢
葉
町
大
字
波
倉

変
更
前

Ａ

五
・
四
〜

四
、
二
六
〇
・
五

小
高
線

字
細
谷
一
三
四
番
六
三
地

五
二
・
〇

先
か
ら

同

郡
富
岡
町
仏
浜
字
釜

田
四
一
番
一
二
地
先
ま
で

双
葉
郡
楢
葉
町
大
字
波
倉

変
更
後

Ａ

五
・
四
〜

四
、
二
六
〇
・
五

字
細
谷
一
三
四
番
六
三
地

五
二
・
○

先
か
ら

同

郡
富
岡
町
仏
浜
字
釜

田
四
一
番
一
二
地
先
ま
で

双
葉
郡
楢
葉
町
大
字
波
倉

Ｂ

一
一
・
八
〜

三
、
二
四
〇
・
○

字
細
谷
七
六
番
二
地
先
か

一
六
一
・
○

ら同

郡
富
岡
町
仏
浜
字
釜

田
四
一
番
一
二
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
八
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
相
双
建

設
事
務
所
で
平
成
三
十
年
四
月
二
十
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
四
月
二
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

県
道
原
町
海
老
相
馬
線

南
相
馬
市
鹿
島
区
北
海
老
字
中
堤
四
五

平
成
三
○
年
四
月
二
二
日

番
二
地
先
か
ら

相
馬
市
蒲
庭
字
立
切
北
六
六
番
地
先
ま

で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
八
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
い
わ
き

建
設
事
務
所
で
平
成
三
十
年
四
月
二
十
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
四
月
二
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄
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路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

県
道
い
わ
き
石
川
線

い
わ
き
市
常
磐
湯
本
町
笠
井
二
七
番
一

平
成
三
○
年
四
月
二
〇
日

地
先
か
ら

同

市
常
磐
湯
本
町
笠
井
四
四
番
三

地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
八
十
四
号

港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
相
馬
港
臨

港
地
区
内
に
お
け
る
分
区
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

平
成
三
十
年
四
月
二
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

商
港
区

相
馬
郡
新
地
町
駒
ヶ
嶺
字
今
神
の
一
部
（
次
の
図
で
表
示
し
た
部
分
）

二

保
安
港
区

相
馬
郡
新
地
町
駒
ヶ
嶺
字
今
神
の
一
部
（
次
の
図
で
表
示
し
た
部
分
）

三

工
業
港
区

相
馬
郡
新
地
町
駒
ヶ
嶺
字
今
神
の
一
部
（
次
の
図
で
表
示
し
た
部
分
）

（
「
次
の
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
福
島
県
相
馬
港
湾
建
設
事
務
所
及
び
新
地
町
役
場
に
据
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
港

湾

課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
八
十
五
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事

業
に
係
る
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

平
成
三
十
年
四
月
二
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

施
行
者
の
名
称

白
河
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

県
南
都
市
計
画
下
水
道
事
業
（
白
河
市
公
共
下
水
道
）

三

事
業
認
可
の
年
月
日

昭
和
五
十
六
年
二
月
二
十
七
日

四

事
業
施
行
期
間

（
変
更
前
）

昭
和
五
十
六
年
二
月
二
十
七
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一

日
ま
で

（
変
更
後
）

昭
和
五
十
六
年
二
月
二
十
七
日
か
ら
平
成
三
十
五
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
（
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
四
月
十
九

日
ま
で
の
期
間
を
除
く
。
）

五

事
業
地

収
用
の
部
分

変
更
な
し

使
用
の
部
分

な
し

（
下
水
道
課
）

公

告

公
告
第
八
十
九
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
年
四
月
二
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

土
地
改
良
区
の
名
称

会
津
中
央
土
地
改
良
区

退
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

佐
藤

寛

会
津
若
松
市
大
戸
町
宮
内
一
〇
三
番
地
の
一

（
農
村
計
画
課
）

公
告
第
九
十
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
年
四
月
二
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

土
地
改
良
区
の
名
称

磐
城
小
川
江
筋
土
地
改
良
区

退
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

西
郡

忠
幸

い
わ
き
市
平
下
片
寄
字
北
町
二
一
番
地

（
農
村
計
画
課
）

福
島
県
公
安
委
員
会
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福 島 県 公 安 委 員 会 告 示 第 １ ９ 号
道 路 交 通 法 （ 昭 和 35年 法 律 第 105号 ） 第 108条 の ４ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 指 定 を 受 け た 指

定 講 習 機 関 か ら 、 指 定 講 習 機 関 に 関 す る 規 則 （ 平 成 ２ 年 国 家 公 安 委 員 会 規 則 第 １ 号 ） 第
４ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 次 の と お り 変 更 の 届 出 が あ っ た 。

平 成 30年 ４ 月 20日
福 島 県 公 安 委 員 会 委 員 長 渋 佐 克 之

届 出 に 係 る 指 定 講 習 機 関 と し て 指 定 を 受 け た 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 変 更 し た 事 項

氏 名 又 は 名 称 変 更 し た 事 項 変 更 前 変 更 後

株 式 会 社 須 賀
川 ド ラ イ ビ ン 代 表 者 の 氏 名 笹 川 信 也 藤 田 和 子
グ ス ク ー ル

（ 運 転 免 許 課 ）

福 島 県 公 安 委 員 会 告 示 第 ２ ０ 号
道 路 交 通 法 （ 昭 和 35年 法 律 第 105号 ） 第 108条 の 32の ２ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 認 定 を 受 け

た 運 転 免 許 取 得 者 教 育 を 行 う 者 か ら 、 運 転 免 許 取 得 者 教 育 の 認 定 に 関 す る 規 則 （ 平 成 12
年 国 家 公 安 委 員 会 規 則 第 ４ 号 ） 第 ７ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 次 の と お り 変 更 の 届 出 が あ っ
た 。

平 成 30年 ４ 月 20日
福 島 県 公 安 委 員 会 委 員 長 渋 佐 克 之

届 出 に 係 る 運 転 免 許 取 得 者 教 育 の 認 定 を 受 け た 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 変 更 し た 事 項

氏 名 又 は 名 称 変 更 し た 事 項 変 更 前 変 更 後

株 式 会 社 須 賀
川 ド ラ イ ビ ン 代 表 者 の 氏 名 笹 川 信 也 藤 田 和 子
グ ス ク ー ル

（ 運 転 免 許 課 ）
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福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
六
号

福
島
県
公
職
選
挙
等
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
四
月
二
十
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

遠

藤

俊

博

福
島
県
公
職
選
挙
等
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

福
島
県
公
職
選
挙
等
執
行
規
程
（
昭
和
四
十
年
福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
八
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
、
原
子
爆
弾
被
爆
者
養
護
ホ
ー
ム
」
を
削
り
、
同
項
第
一
号
ア
中
「
五
十
床
」

を
「
二
十
床
」
に
、
「
五
十
人
」
を
「
二
十
人
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
五
十
人
」
を
「
二
十
人
」
に

改
め
、
同
号
ウ
を
削
り
、
同
号
エ
中
「
五
十
人
」
を
「
二
十
人
」
に
、
「
二
十
五
人
」
を
「
十
人
」
に

改
め
、
同
号
エ
を
同
号
ウ
と
し
、
同
号
オ
中
「
五
十
人
」
を
「
三
十
人
」
に
改
め
、
同
号
オ
を
同
号
エ

と
す
る
。附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
三
十
年
四
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

正

誤

ペ
ー
ジ

段

行

正

誤

○
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
付
け
号
外
第
三
十
一
号
中

二

上

七

平
成
三
十
年
法
律
第
七
号

平
成
三
十
年
法
律
第

号

六

上

後
ろ
か

平
成
三
十
年
法
律
第
三
号

平
成
三
十
年
法
律
第

号

ら
一
〇


